
・一律の改定 15％
●改定後の料金表 ●改定後の水道料金

税抜き・円、（）内は改定額 税抜き・円、（）内は改定額
一般用 単身世帯（５ ／月 １３ｍｍ）

現行 改定後
口径 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 (91)

(91) 606 697
606 697 １家族世帯（３人）（１５ ／月 １３ｍｍ）

(92) 現行 改定後

611 703 (176)
(147) 1,176 1,352

977 1,124 ２世帯など（50 ／月 20ｍｍ）
(220) (0) (17) (26) (34) (43) 現行 改定後

1,465 1,685 0 0 114 131 173 199 229 263 287 330 (997)
(440) 6,646 7,643

2,930 3,370 事業所など（100 ／月 40ｍｍ）
(615) 現行 改定後

4,102 4,717 (3,045)
(1,538) 20,415 23,460

10,255 11,793
(2,615)

17,433 20,048
公衆浴場用

現行 改定後 現行 改定後
(561) (0) (20) 料金改定後の

3,739 4,300 0 0 135 155 基本料金  ： 従量料金
臨時用 30.2% 69.8%

現行 改定後 現行 改定後
(0) (30)

0 0 200 230

超過料金（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

超過料金（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

超過料金（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

基本料金

基本料金

現行 改定後

基本料金

７５ミリ

１００ミリ以上

１３ミリ

２０ミリ

２５ミリ

３０ミリ

４０ミリ

５０ミリ

現行 改定後

６．水道料金の設定（第２回・第３回資料の修正）

６－３．水道料金の改定パターン①

1

目標とする収益を
基本料金で30.1％
超過料金で69.9％
で賄う

（従量水量別）
0-10 0％
11-25 35.4％
26-50 15.6％
51-100 4.5％
101 - 14.4％

（3,062）
23,477

誤

正 （3,045）
23,460



2

６．水道料金の設定

６－１－１．料金算定の考え方（他都市の状況） 基本料金と従量料金の構成率

団 体 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 羽島市 各務原市

基本料金 28.7％ 27.5％ 回答なし 25.0％ 37.5％ 30.5％

従量料金 71.3％ 72.5％ 回答なし 75.0％ 62.5％ 69.5％

団 体 清須市 岡崎市 豊橋市 豊田市 岐阜市 名古屋市

基本料金 回答なし 27.9％ 48.7％ 25.6％ 33.1％ 30.6％

従量料金 回答なし 72.1％ 51.3％ 74.4％ 66.9％ 69.4％

・一宮市と隣接する市及び、東海３県の中核市（三重県の中核市該当はなし）

表内の
中核市平均

32.8％

67.2％

（中核市）（中核市） （中核市） （中核市）

（中核市）



・基本料金定率７％ ・臨時用：最高単価
・従量料金定額15円
●改定後の料金表 ●改定後の水道料金

税抜き・円、（）内は改定額 税抜き・円、（）内は改定額
一般用 単身世帯（５ ／月 １３ｍｍ）

現行 改定後
口径 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 (117)

(42) 606 723
606 648 １家族世帯（３人）（１５ ／月 １３ｍｍ）

(43) 現行 改定後

611 654 (267)
(68) 1,176 1,443

977 1,045 ２世帯など（50 ／月 20ｍｍ）
(103) (15) (15) (15) (15) (15) 現行 改定後

1,465 1,568 0 15 114 129 173 188 229 244 287 302 (793)
(205) 6,646 7,439

2,930 3,135 事業所など（100 ／月 40ｍｍ）
(287) 現行 改定後

4,102 4,389 (1,705)
(718) 20,415 22,120

10,255 10,973
(1,220)

17,433 18,653
公衆浴場用

現行 改定後 現行 改定後
(262) (15) (15) 料金改定後の

3,739 4,001 0 15 135 150 基本料金  ： 従量料金
臨時用 28.3% 71.7%

現行 改定後 現行 改定後
(0) (102)

0 0 200 302

超過料金（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

現行 改定後

基本料金 超過料金（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

１３ミリ

２０ミリ

２５ミリ

３０ミリ

４０ミリ

５０ミリ

７５ミリ

１００ミリ以上

基本料金

基本料金 超過料金（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

現行 改定後

６．水道料金の設定

６－３．水道料金の改定パターン⑤

3臨時用の見直し

目標とする収益を
基本料金で28.3％
超過料金で71.7％
で賄う

（従量水量別）
0-10 4.5％
11-25 34.9％
26-50 14.8％
51-100 4.2％
101 - 13.3％



水道料金改定パターン⑤

基本料金：7％増、従量料金：臨時用を除き一律15円増

1
10 

11
25 26 50 51 100 101

基本料金

水道料金

使用
水量

一般用
・使用水量あたり増加額が一定

・基本料金／従量料金のバランスが
目標とする数値になる

使用水量1 あたりの超過料金（従量料金）

基本
料金

公衆
浴場用

使用
水量101

従量料金

1 100 

水道料金 臨時用

使用
水量

従量料金

水道料金

4

＋15円/ 

＋15円/ 

＋15円/ 

＋15円/ 

＋15円/ 

＋15円/ 
＋102円/ 

＋42円/
+1,220円/月

＋262円/月

臨時用 102円増

臨時用を最高単価に

＋15円/ 



〇改定後の経営状態について

算定期間中の経営状態については、改定パターンによる差は小さい。

水道料金改定後の経営状態について①

101.59%

103.24%

102.35%

104.60%

101.78%

104.08%

101.69%

103.72%

90%

95%

100%

105%

110%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

料金回収率の推移

基本料金無料化
により低下

基本料金無料化
がなかった場合

現行料金

R6改定

パターン①＋R11:7%

パターン④⑤＋R11:7%

パターン③＋R11:7%

パターン②＋R11:7%

R11改定

料金算定期間

5



料金算定期間について

6

〇算定期間（今回の改定は 5年：R6～R10）について

水道料金はできるだけ長期にわたり安定的に維持されることが望ましいが、

算定期間を長期にすることは不確定な要素を多く含むことになるため、適当とはいえない。

日本水道協会の水道料金算定要領（H27.2)では3～5年の算定期間が妥当とされている。

変動費 固定費

収益（水道料金）

算定期間中の費用

現行料金における
算定期間中の収入

必要な改定分

・電力料の高騰／県営水道単価の改定

・材料費／建設工事費の高騰

・借入金利率の変動

・人口／使用水量の変動
（減少傾向が継続する見込み）

変動

変動



水道料金改定パターン（料金比較表）

7

水道料金比較 （1か月 税抜き 円）
単身世帯
13ｍｍ（5 ／月）

１家族世帯（3人）
13ｍｍ（15 ／月）

２世帯など
20ｍｍ（50 ／月）

事業所など
40ｍｍ（100 ／月）

現行 606 1,176 6,646 20,415

パターン① 改定後 697 1,352 7,643 23,460

改定額 91 176 997 3,045

パターン② 改定後 762 1,462 7,388 22,155

改定額 156 286 742 1,740

パターン③ 改定後 772 1,492 7,113 21,230

改定額 166 316 467 815

パターン④・⑤ 改定後 723 1,443 7,439 22,120

改定額 117 267 793 1,705

        使用例
改定パターン



8

７．下水道使用料の設定

７－１－１．使用料算定の考え方（他都市状況） 基本使用料と従量使用料の構成率

団 体 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 羽島市 各務原市

基本使用料 25.7％ 40.0％ 21.1％ 24.6％ 37.0％ 9.4％

従量使用料 74.3％ 60.0％ 78.9％ 75.4％ 63.0％ 90.6％

団 体 清須市 岡崎市 豊橋市 豊田市 岐阜市 名古屋市

基本使用料 回答なし 回答なし 28.2％ 29.8％ 33.3％ 29.0％

従量使用料 回答なし 回答なし 71.8％ 70.2％ 66.7％ 71.0％

・一宮市と隣接する市及び、東海３県内の中核市（三重県の中核市該当はなし）

表内の
中核市平均

29.2％

70.8％

（中核市）

（中核市） （中核市） （中核市）（中核市）



・一般用 ・臨時用R6:19％ R8:10％ ・公衆浴場R6:10％ R8:5％ 基本水量の廃止
基本使用料R6:25% R8:20% ・工場廃液R6:15% R8:10%
従量使用料R6:18円 R8：15円  定額 ・特定事業用R6:25％ R8:20%

●改定後の下水道使用料
税抜き・円、（）内は改定額 税抜き・円、（）内は改定額

一般用 一般用 単身世帯（５ ／月）
現行 改定後

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 (463)
(298) (33) (33) (33) (33) 636 1,099

596 894 8 41 116 149 127 160 132 165 一般用 １家族世帯（３人）（１５ ／月）
公衆浴場用 現行 改定後

(793)
現行 改定後 現行 改定後 1,256 2,049

(941) (11) (11) 一般用 ２世帯など（50 ／月）

6,067 7,008 0 11 65 76 現行 改定後

臨時用 (1,948)
現行 改定後 現行 改定後 5,591 7,539

(0) (39) 事業所用 一般区域・工場など（1000 ／月）

0 0 126 165 現行 改定後

工場廃液用 (34,000)
現行 改定後 現行 改定後 126,000 160,000

(0) (34) 事業所用 一般区域・工場など（10000 ／月）

0 0 126 160 現行 改定後

特定事業用 (340,000)
現行 改定後 現行 改定後 1,260,000 1,600,000

(0) (45) 事業所用 特定区域・工場など（10000 ／月）

0 0 90 135 現行 改定後

(450,000)
900,000 1,350,000

基本使用料 従量使用料（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

現行 改定後

基本使用料 従量使用料（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

基本使用料 従量使用料（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

現行 改定後

基本使用料 従量使用料（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

基本使用料 従量使用料（１立方ﾒｰﾄﾙにつき 円）

７．下水道使用料の設定

７－３．下水道使用料の改定パターン⑤

9

目標とする収益を
基本使用料で28.3％
従量使用料で71.7％
で賄う
（従量水量別）
0-10 9.5％
11-25 29.8％
26-50 8.0％
51-200 4.8％
201 - 19.6％

臨時用の増額

公衆浴場用の基本水量廃止



下水道使用料改定パターン⑤

用途別に改定 （一般用 基本使用料 R6:25％、R8:20%／従量使用料 R6:18円 R8:15円定額）

基本
使用料

下水道使用料

1
10 

11
25 

26
50 

51

基本
使用料

工場廃液用 特定事業用

公衆
浴場用

使用
水量

使用
水量

201

使用水量1 あたり
の従量使用料 従量使用料 従量使用料

従量使用料

1 1

1 200 

一般用

下水道使用料

使用
水量

下水道使用料 下水道使用料

（特定事業用 R6:25％、R8:20%）
（公衆浴場用 R6:10％、R8:5% 基本水量の廃止）

・一般用の従量使用料の定額改定

（工場廃液用 R6:15％、R8:10%）

10

＋33円/ 
＋33
円/ 

＋33円/ ＋33円/ 

＋298円/月

＋941円/月

＋11円/ 

＋34円/ 
＋45円/ 

使用
水量

臨時用

従量使用料

1

使用
水量

下水道使用料

＋39円/ 

（臨時用 R6:19％、R8:10%）

・臨時用単価を最高単価に設定
＋11円/ ・公衆浴場用の基本水量廃止



下水道使用料改定後の経営状態について

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

（億円） 年度末保有資金下限額と資金残高の推移

（年度末保有資金下限額＝年度末の未払金＋次年度の資本的収支不足額（主に償還元金））

実績値での算定額／下限額
年度末保有資金

使用料改定なし
の資金残高予測

11

使用料算定期間

パターン①

パターン②⑤

パターン③

パターン④

〇改定後の経営状態（資金状況）について
算定期間中の経営状態について、改定パターンによる差は小さい。

下水道への新規接続者の増加分があるため、算定期間以降の資金の積み増しにより、
R11の改定は行う必要がないものとしている。



使用料算定期間について

12

〇算定期間（今回の改定は 5年：R6～R10）について

基本的な考え方は水道と同様で、
算定期間を長期にすることは不確定な要素を多く含むことになるため、適当とはいえない。
特に下水道は流域下水道との統合など影響の大きい要素がある。

日本下水道協会の下水道使用料算定の考え方（2016年度版)でも3～5年の算定期間が妥当と考え
ている。

変動費 固定費

収益（下水道使用料）

算定期間中の費用

現行使用料における
算定期間中の収入

必要な改定分

・県営流域下水道負担金単価の改定

・材料費／建設工事費の高騰

・借入金利率の変動

・人口／使用水量の変動
（人口減少による水量減⇔

新規接続による水量増）

変動

変動



下水道使用料改定パターン（使用料比較 ）

13

下水道使用料比較 （1か月 税抜き 円）
一般用・単身世帯
（5 ／月）

一般用・１家族世帯
（3人）（15 ／月）

一般用・２世帯など
（50 ／月）

現行 636 1,256 5,591

パターン① 改定後 954 1,884 8,399

改定額 318 628 2,808

パターン②・⑤ 改定後 1,099 2,049 7,539

改定額 463 793 1,948

パターン③ 改定後 1,528 2,148 6,483

改定額 892 892 892

パターン④ 改定後 886 2,006 8,091

改定額 250 750 2,500

        使用例
改定パターン



下水道使用料改定パターン（使用料比較②）

14

下水道使用料比較 （1か月 税抜き 円）
一般区域・工場廃液用
（1,000 ／月）

一般区域・工場廃液用
（10,000 ／月）

特定区域・特定事業用
（1,000 ／月）

特定区域・特定事業用
（10,000 ／月）

現行 126,000 1,260,000 90,000 900,000

パターン① 改定後 189,000 1,890,000 135,000 1,350,000

改定額 63,000 630,000 45,000 450,000

改定後 160,000 1,600,000 135,000 1,350,000

改定額 34,000 340,000 45,000 450,000

        使用例
改定パターン

パターン②・③
    ④・⑤



上下水道料金比較（実際の支払い額）

15

上下水道料金比較 （2か月 税込み 円）
単身世帯
13ｍｍ（10 ／2か月）

１家族世帯（3人）
13ｍｍ（30 ／2か月）

２世帯など
20ｍｍ（100 ／2か月）

水道 1,333 2,587 14,621

下水道 1,399 2,763 12,300

上下水道 2,732 5,350 26,921

水道 1,590 3,174 16,365

下水道 2,417 4,507 16,585

上下水道 4,007 7,681 32,950

改定額 1,275 2,331 6,029

        使用例
改定パターン

現行

水道パターン⑤
下水パターン⑤
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前回の検針から今回の検針までの使用水量
→通常、2か月分の水量になります。

上下水道料金


